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調査概要

調査目的 一般施主   不動産事業者 双方 対   中古住宅売買時 意識 実態    
調査 行           （建物検査）普及 向  課題 把握   

一般施主に対する調査

住宅売却者 251s
住宅売却検討者 249s

中古住宅購入者 250s
中古住宅購入検討者 250s ※全国 男女 20 69歳

調査実施 株式会社 クロス・マーケティング

調査期間 2017年 5月 2日(火)  2017年 5月 10日(水)

Step1
調査対象者

売り主 買い主500s 500s

不動産事業者 対  調査

現在 不動産売買仲介 携  人 ※居住地 全国 男女 20 69歳

調査実施 株式会社 日本経済社

調査期間 2017年 7月 25日(火)  2017年 7月 30日(日)

Step2
調査対象者

不動産事業者 150s



 不動産事業者 考  中古住宅売買時の一般施主の意識
・インスペクション 実施状況 意識  
・中古住宅 流通 販売 関  法改正 認知 意識

調査結果 1



住宅売却時 不安
住宅売却時 売 主 不安 感      不動産事業者    売 主 不安 感        思        
共通しているのは、「希望価格で売却できるかどうか」や「希望する日までに売却できるかどうか」である。
一方 両者     差 見       売却     損           不動産会社   違  不明確  
 売却 手続  流  不明   購入者  家 大切 使                売 主    不動産事業者      高  

不動産事業者Q2：不動産仲介業 勤務  ／勤務         見  中古住宅 売却  売 主 不安 度合    程度      （各SA）

希
望
価
格
で
売
却
で
き
る
か
ど
う
か

希
望
す
る
日
ま
で
に

売
却
で
き
る
か
ど
う
か

売
却
に
よ
っ
て
、
損
を
し
な
い
か
ど
う
か

良
い
不
動
産
会
社
が
見
つ
か
る
か
ど
う
か

売
買
契
約
が
成
立
し
た
後
で
、

買
い
主
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
入
る
こ
と

不
動
産
会
社
ご
と
の
違
い
が
不
明
確

税
金
な
ど
が
か
な
り

か
か
る
の
で
は
な
い
か

売
買
契
約
が
成
立
し
た
後
で
、
改
修
・

補
修
が
必
要
な
箇
所
が
発
見
さ
れ
る
こ
と

売
却
の
手
続
き
の
流
れ
が
不
明

売
り
に
出
し
た
理
由
な
ど
を
、

近
所
に
噂
さ
れ
な
い
か
ど
う
か

購
入
者
が
、
家
を
大
切
に

使
っ
て
く
れ
る
か
ど
う
か

信
頼
で
き
る
不
動
産
会
社
か
ど
う
か

今
は
良
い
売
り
時
か
ど
う
か

※1 「＊」は売り主で非聴取の項目
※2 「売り主」の高い順に並び替え

79.4
72.2 70.8 68.6 65.4

63.8
63.6

63.2 62.0
44.2

40.0

* *

80.7
77.3

56.7 61.3 63.3
55.3

62.7

66.0

46.7
39.3

20.7

63.3 59.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

売り主
(n=500)

不動産事業者
(n=150)

＜選択肢＞
①   不安  思 
②やや不安  思 
③   不安     思 
④全 不安     思 

グラフは
①かなり不安  思 
＋

②やや不安  思 
と回答した人の割合

一 般 施 主 Q2： 自宅 売 出 前      不安 感                 （各SA）【売り手ベース】
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※1 「＊」は買い主で非聴取の項目
※「買い主」の高い順に並び替え
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中古住宅購入時 不安

不動産事業者Q3 ：不動産仲介業 勤務  ／勤務         見  中古住宅 購入  買 主 不安 度合    程度      （各SA）
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グラフは
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と回答した人の割合

一 般 施 主 Q3： 中古住宅（戸建 ／     ） 購入          不安 思              （各SA）【買い手ベース】

中古住宅購入時 買 主 不安 感      不動産事業者    買 主 不安 感        思        
全体的 買 主    不動産事業者       高  不安 感    様子       
両者     大  差 見       売買契約 成立  後  欠陥住宅    判明      
 購入     損           購入 手続  流  不明     



インスペクション認知
         認知率  売 主52％、買い主37％      不動産事業者 95％とかなり高い。
不動産事業者 一般施主          紹介  認知率 向上   余地    思    
   不動産事業者 59％は、インスペクションについて詳しくない。

一般施主

詳しくない人＋知らない人 64.0％

(%)

(n=500)   Q5

(n=500)   Q5

(n=150)   Q436.0 42.0 17.3 4.7

どんなものか
詳しく知っている

詳しくはないが
概略 知    

聞いたことが
  程度

知らない

不動産事業者

売り主 21.0 30.6 48.4

確かに知っている 聞いたことが
あるような気がする

知らない

買い主 13.6 23.2 63.2

認知率 ％51.6

認知率 ％36.8

認知率 95.3％

不動産事業者Q4 ：インスペクション（建物検査）をご存知ですか。
一 般 施 主 Q5 ：インスペクション（建物検査）をご存知ですか。

        （建物検査）   住宅 精通  住宅診断士  第3者的 立場   住宅 劣化状況 欠陥 有無 改修   個所   時期   費用   見極 
てアドバイスすること。※単   点検     証明   点検履歴   異    



インスペクション実施

不動産事業者 Q7 ：中古住宅（戸建 /マンション）を販売・仲介する際に、インスペクション（建物検査）を実施していますか/実施しましたか。

         実施率  売 主26％、買い主（購入済）9％であったが、
不動産事業者           実施    人 39％。

一般施主

未実施＋わからない人 60.6％

(%)

(n=500)   Q6

(n=250)   Q6

(n=150)   Q76.0 8.0 25.3 51.3 9.3

ほぼ全て 概ね 時々 未実施 わからない

不動産事業者

売り主

実施している人 ％39.3

12.4 7.4 5.8 25.0 1.0 48.4

自分で
費用負担

相手の
費用負担

不動産会社
負担

知ってるが
未実施

わからない・
覚えていない

インスペクションを
知らない

買い主
（購入済） 5.2

0.8
2.8

27.2 2.4 61.6

実施率 ％25.6

実施率 ％8.8

一 般 施 主 Q6：インスペクション（建物検査） 行     。

        （建物検査）   住宅 精通  住宅診断士  第3者的 立場   住宅 劣化状況 欠陥 有無 改修   個所   時期   費用   見極  
アドバイスすること。※単   点検     証明   点検履歴   異    



インスペクション依頼意向
         依頼意向率  売 主62％、買い主66％ 対   不動産事業者         紹介意向率 74％。
一般施主 不動産事業者 同              意向    

一般施主

■一般施主のインスペクション依頼意向

■不動産事業者         紹介意向

(%)

(n=500)   Q14

(n=500)   Q14

(n=150)   Q1122.7 51.3 19.3 6.7

積極的に紹介したい／
紹介したかった

やや紹介したい／
紹介したかった

あまり紹介したくない／
紹介したくなかった

全く紹介したくない／
紹介したくなかった

不動産事業者

売り主

紹介意向率 ％74.0

15.4 47.0 24.4 13.2

かなり依頼したい やや依頼したい あまり依頼したくない 全く依頼したくない

買い主 14.8 51.6 25.2 8.4

依頼意向率 ％62.4

依頼意向率 ％66.4

不動産事業者 Q11：今後、中古住宅（戸建 /マンション）のインスペクション（建物検査）を、顧客へのサービスとして紹介したいと思いますか/思いしましたか。

一 般 施 主 Q14：今後 住宅 購入前   自宅  購入前 インスペクション（建物検査）を依頼したいと思いますか。

        （建物検査）   住宅 精通  住宅診断士  第3者的 立場   住宅 劣化状況 欠陥 有無 改修   個所   時期   費用   見極 
てアドバイスすること。※単   点検     証明   点検履歴   異    



中古住宅 流通 販売 関  法改正
不動産事業者  法改正 詳  知      知   人 72％。
法改正後、インスペクションを正確に案内できない人は79％。

詳しくない＋知らない人 72.0％

不十分＋案内    人 79.3％

■法改正の認知

■法改正後、インスペクションを案内できるか

(%)

(n=150)   Q5

(n=150)   Q12

28.0 44.0 18.0 10.0

詳しく知っている 詳しくはないが
概略 知    

聞いたことが
  程度

知らない

不動産事業者 20.7 52.7 15.3 11.3

正確に案内できる 案内できるが
不十分

少ししか
案内できない

全く案内できない

不動産事業者

不動産事業者 Q12：中古住宅（戸建 /マンション）を販売する際に、のインスペクション（建物検査）について法改正後に、正確に案内できると思いますか/思いしましたか。

        （建物検査）   住宅 精通  住宅診断士  第3者的 立場   住宅 劣化状況 欠陥 有無 改修   個所   時期   費用   見極 
てアドバイスすること。※単   点検     証明   点検履歴   異    

不動産事業者 Q11：今後、中古住宅（戸建 /マンション）のインスペクション（建物検査）を、顧客へのサービスとして紹介したいと思いますか/思いしましたか。

法改正とは、20184月 施行    宅地建物取引業法 一部 改訂  法律     既存建物 売買 際          （建物検査） 売主 買主 紹介  事 
インスペクション（建物検査）の実施状況・結果などを買主に説明する事が義務付けら     法令   



・瑕疵保険（個人間売買）の認知や案内状況

調査結果 2



瑕疵保険 認知
瑕疵保険 認知率  売 主65％、買い主59％      不動産事業者 89％と高い。
不動産事業者 一般施主 対  瑕疵保険 紹介  認知率 向上   余地    思    
    不動産事業者 69％は、瑕疵保険について詳しくない、とも言える。

一般施主

(%)

(n=500)   Q15

(n=500)   Q15

(n=150)   Q1430.7 45.3 13.3 10.7

どんなものか
詳しく知っている

詳しくはないが
概略 知    

聞いたことが
  程度

知らない

不動産事業者

売り主 28.6 36.8 34.6

確かに知っている 聞いたことが
あるような気がする

知らない

買い主 21.0 38.0 41.0

認知率 ％65.4

認知率 ％59.0

認知率 ％89.3

不動産事業者 Q14：『既存住宅売買瑕疵(かし)保険』をご存知ですか

一 般 施 主 Q15：『既存住宅売買瑕疵(かし)保険』をご存知ですか 『既存住宅売買瑕疵(かし)保険』とは、
中古住宅(戸建 ／     )について、隠れた瑕疵(欠陥)により生じた損害を補償する保険のこと



瑕疵保険 案内状況と一般施主の加入状況・加入意向
瑕疵保険 加入率  売却者 購入者14％  売却検討者 購入検討者 加入意向率 70％と高い。
従って、瑕疵保険を説明すれば加入する人（ポテンシャル層）は、かなり存在すると思われる。
   不動産事業者 瑕疵保険案内率 37％ 留   

一般施主

※瑕疵保険の説明文を呈示して聴取
（瑕疵保険非認知者を含む）

案内していない人 62.7％

■一般施主の瑕疵保険加入状況

■不動産事業者 瑕疵保険案内状況

(%)

(n=501)   Q16

(n=499)   Q22

(n=150)   Q15

10.4 3.8 13.2 25.9 10.4 36.3

加入した 元々、売り主が
加入していた

検討のみ 検討しなかった わからない 瑕疵保険
非認知

18.0 51.7 22.4 7.8

ぜひ加入したい やや加入したい あまり加入したくない 全く加入したくない

不動産事業者

売却者 or
購入者

加入意向率 ％69.7

21.3 16.0 30.0 32.7

必ず案内している たまに案内している あまり案内していない 全く案内していない

案内率 ％37.3

加入率 ％14.2

売却検討者 or
購入検討者

不動産事業者 Q15：インスペクションを実施後、瑕疵(かし)保険(個人回売買)を顧客へ案内していますか。

一 般 施 主 Q16：『既存住宅売買瑕疵(かし)保険』に加入してますか

一 般 施 主 Q22：『既存住宅売買瑕疵(かし)保険』に加入したいと思いますか。
（既 加入    方 今後住宅 売買  事 仮定  知      ）

        （建物検査）   住宅 精通  住宅診断士  第3者的 立場   住宅 劣化状況 欠陥 有無 改修   個所   時期   費用   見極  
アドバイスすること。※単   点検     証明   点検履歴   異    

『既存住宅売買瑕疵(かし)保険』とは、
中古住宅(戸建 ／     )について、隠れた瑕疵(欠陥)により生じた損害を補償する保険のこと



企業規模別
         瑕疵保険 認識 意識

調査結果 3



インスペクションについて
          規模 大  企業  認知  実施率 高  案内率 高 傾向      
また、今後の紹介意向も高い。

認 知 実 施
売り主に対して 買い主に対して

案 内
紹介意向

小企業
5人以下 28.8 30.3 31.8 34.8 63.6

中企業
6-99人 32.1 39.6 30.2 35.8 79.2

大企業
100人以上 58.1 58.1 54.8 51.6 87.1

※詳細認知

（％）



中古住宅 流通 販売 関  法改正    

法改正
認 知

法改正後
案内可能

小企業
5人以下 16.7 15.2

中企業
6-99人 32.1 24.5

大企業
100人以上 45.2 25.8

※詳細認知

法改正は、規模が大きい企業ほど認知されており、法改正後に案内できるとする人の割合も高い。

（％）

※正確に案内できる



瑕疵保険について

瑕疵保険
認 知

瑕疵保険
案 内

小企業
5人以下 28.8 28.8

中企業
6-99人 26.4 39.6

大企業
100人以上 41.9 51.6

※詳細認知

＞

瑕疵保険は、規模が大きい企業ほど認知されており、案内できるとする人の割合も高い傾向がみられる。

（％）


